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運営規定

事業者名　　　株式会社　ユーワ

代表取締役　　　関　　渉
株式会社　ユーワ
グループホーム　やまびこ　　　運営規定
　（事業の目的）

第１条　株式会社ユーワが開設する指定認知症対応型共同生活介護事業所（以下「事業所」という）が行う認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者（以下「職員」という）が要介護者であって認知症の状態にある入居者に対し、適正な認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。

　（運営の方針）

第２条　本事業所は、介護保険要介護認定（要支援認定）を受けた利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、その利用者の有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを提供するものとする。
　 ２　　本事業所が提供する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護は、介護保険法令および厚生労働省通知の内容に沿ったものとする。

　 ３　　事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健医

　　　　療サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

　 ４　　サービスの提供に当たっては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立った

　　　　サービスの提供に努力し、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。

　　　　また、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対しサービスの提供方法を説明する。

　 ５　　サービスの内容は、利用者の心身の状態や希望を勘案した上で、介護計画を作成し、

　　　　その介護計画に基づき必要な介護サービスを提供する。

　　　①利用者の認知症の症状を穏やかにし、安心して日常生活を送ることができるよう、また、

　　　　利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下、日常生活を営むことにより、達成

　　　　感や満足感を得て、自信を回復できるよう配慮する。

　　　②利用者が自らの趣味や嗜好に応じた活動、充実した生活が送れるよう支援し、精神的
　　　　な安定、問題となりうる行動の減少および認知症の進行を緩和するよう努める。

　　　③利用者または他の利用者等の生命または身体の保護をするため、緊急やむを得ない

　　　　場合を除き、身体的拘束は行わない。

　 ６　　利用者およびその家族の個人情報の取り扱いについては、その利用目的を本人に示

　　　　し、あらかじめ同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に則り、個人情報の

　　　　保護・管理に努めるものとする。

（事務所の名称等）

第３条　事業を行う事業所の名称および所在地は次のとおりとする。

　　　（１）　名称　　　　グループホーム　やまびこ

　　　（２）　所在地　　　　新潟県南魚沼市石打３１１番地１

　　　（３）　連絡先　　　　電話：025-783-3177　　　ＦＡＸ：025-783-3178
（職員の職種および職務内容等）

第４条　職員の職種、職員数、職務内容は次のとおりとする。

	職　　　種
	員　　　数
	職　務　内　容

	管理者

	１名　（兼務）
	管理者は事業所の管理、職員の管理、業務の管理を一元的に行い、必要な指揮･命令を行うと共にサービス全体を総括する。

	介護計画作成担当者

	１名　以上　　　（兼務）
	介護計画作成担当者は介護職員と協働で、認知症対応型共同生活介護計画を作成する。また、定期的に評価を行い、必要に応じ見直しを行う。

	介護職員
	兼務：1名

専従：15名以上
	介護職員は介護計画に基づき、利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術を持って行う。

	事務職員
	必要な事務は株式会社ユーワで行う。


　（入所者および居室）

第５条　入所者の定員及び居室数は次の通りとする。

　　　（１）　入所定員　　　　２ユニット 計１８名

　　　（２）　居室数　　　　２ユニット　計１８室　（全個室）

　（指定認知症対応型共同生活介護の内容）

第６条　指定認知症対応型共同生活介護の内容は次の通りとし、認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを計画し、その内容については、利用者又はその家族に対し説明し、利用者の同意を得ると共に、介護サービス計画書を利用者に交付するものとする。

　　　（１）　住居の提供

　　　（２）　入浴サービス　（一般浴・特浴）

　　　（３）　排泄の援助

　　　（４）　食事の提供および介助

　　　（５）　日常生活上の世話　（離床・着替え・整容・その他の日常生活の世話）

　　　（６）　健康管理

　　　（７）　機能訓練

　　　（８）　生活相談および家族と連携等

　　　（９）　その他

　（指定認知症対応型共同生活介護の利用料その他の費用の額）

第７条　認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の利用の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、当該介護サービスが法定受領サービスであるときは、その１割から3割までとする。

　　２　　その他の費用の額は次の通りとし、支払いを受けるものとする。

	居室月額利用料
	　４２，０００円　（３０日計算）


	食費月額
	　４２，０００円　（３０日計算）

　　（朝　４００円　　昼　５００円　　夕　５００円）

	水道光熱費月額
	　２７，６００円　（共有分、居室分　３０日計算）

	おむつ代
	実　費

	
	

	その他の費用

前項のほか、指定認知症対応型共同生活介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活において必要となるものに係る費用　（理･美容料金等）　であって、その利用者に負担させる事が適当と認められる費用は、利用者又は家族に対しサービスの内容及び費用の額について、事前に説明した上で支払に同意を得ることとする。

また、教養娯楽費については、利用者又はその家族の自由な選択に基づいて、個別またはグループで行う作業等の材料費など、費用は実費相当額の範囲とする。


　（施設の利用に当たっての留意事項）

第８条　施設の利用に当たり、次に掲げる事項に留意する。

	来訪・面会
	来訪者は、面会記録簿に住所・氏名を記し、必ず職員に届け出る。また、午後９時以降の面会は急用以外基本的に受け付けない。

	外出･外泊
	外出･外泊の際は、必ず行き先と帰宅時間を職員に届け出る。外出･外泊先での予定変更等も必ず連絡する。

	居室・設備・器具の利用
	施設内の居室、設備や器具は本来の用法に従って利用するものとし、これに反した利用により破損等が生じた場合は、損害賠償の請求があり得るものとする。

	金銭管理
	基本的には本人または家族で管理するものとする。なお、小遣い程度の額であればホーム側で預る。

	持ち込み品
	使い慣れた私物は居室に入るものであれば特に制限しない。

	宗教
	他の方に迷惑にならない範囲であれば特に制限しない。

	その他
	喫煙者は、所定の場所（居間）で喫煙する。

飲酒については適量楽しむ程度であれば特に制限しない。但し、タバコ･マッチ･ライター、酒類はホーム側で管理するものとする。


　（緊急時における対応）
第９条　利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療

　　　機関と連絡を取り、適切な対応を行う。
　　２　　緊急医療を要する場合には 「契約書別紙」 の 「緊急時に対応」 の項目において示

　　　した通り対応するものとする。

　（非常災害対策）

第１０条　非常災害が発生した場合、事業所は 「非常災害対策計画」 または 「防災計画」 

　　　　に従い、利用者に避難等について適切な処置を講ずるものとする。

　　　２　　非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練を行う。

　　　　避難訓練に関しては利用者の方も参加して実施する。

　　　３　　スプリンクラー、煙感知器、自動火災報知機、避難誘導灯、消火器などの防災設備は法令に準拠するものとする。

　（その他運営に関する重要事項）

第１１条　本事業所では利用者契約において、事業者の守秘義務、損害賠償義務等につい

　　　　て規定し、これらに従った対応を行うものとする。

　　　２　　事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務

　　　　体制を整備する。

　　　３　　問題の対応策及び対応結果については、２ヶ月に１回開催する 「運営推進会議」 

　　　　等において説明し、利用者の理解を得られるように努める。
　　　４　　利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない

　　　　場合に身体拘束等を行う際は、利用者の尊厳を維持しつつ、必要最小限にとどめ、家

　　　　族等の同意の上行うものとする。

　　　５　　指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を、そ
　の完結の日から２年間保存するものとする。

　　　　①認知症対応型共同生活介護サービス計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービス計画
　　　　②提供した具体的なサービスの内容等の記録

　　　　③身体拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

　　　　　ない理由の記録

　　　　④市町村への通知にかかる記録

　　　　⑤相談および苦情等の内容の記録

　　　　⑥事故の状況および事故に際して執った処置についての記録

　　　６　　前項の規定にかかわらず、介護報酬の請求に関する記録は、その完結の日から５年
　　　　間保存するものとする。

　　　７　　この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社　ユーワと事業

　　　　所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
８　　高齢者虐待防止に関する事項
 　　　事業所は、入居者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
（１）虐待を防止するための従業者に対する研修（年2回以上）の実施
（2）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
（3）虐待防止のための指針の整備
（４）入居者及びその家族からの苦情処理体制の整備
　　
（５）虐待防止する措置を適切に実施するための担当者の設置
（６）その他虐待防止のために必要な措置
令和6年2月１日改正
令和7年6月１日改正

